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                                【教育長の報告】№２ 

件 名 堺市人権教育推進方針（案）の策定について 

担 当 学校教育部 人権教育課 

概 要 

【経過】 

・平成12年3月 堺市人権教育基本方針及び堺市人権教育推進プランの策定 

・平成14年4月 堺市人権教育基本方針及び堺市人権教育推進プランの一部 

改定 

 ・令和 2年4月～ 堺市人権教育基本方針及び堺市人権教育推進プランの改定に

着手 

 ・令和 2年11月～堺市人権教育基本方針及び堺市人権教育推進プランを整理・

統合し、新たに堺市人権教育推進方針の策定を検討 

 

【推進方針（案）の概要】 

■位 置 付 け   市立学校園における人権教育推進のための基本的な考え方及

び取組の方向性を示す。 

 

■内    容  国が策定している「人権教育・啓発に関する基本計画」等を

参考に、現在の学校園での人権教育を取り巻く状況をふま

え、今後の取組の方向性を示した内容とする。 

 

【スケジュール（予定）】 

 ・令和3年3～4月 パブリックコメントの実施 

 ・令和3年 5月     教育委員会定例会(議決) 



堺 市 人 権 教 育 推 進 方 針 【案】 概 要

■堺市人権教育推進方針策定の趣旨等

◇策定の趣旨

〇平成12年に、堺市立学校園での人権教育推進の基本的な考え方や具体的な取組の方向性を示すため、「堺市
人権教育基本方針」及び「堺市人権教育推進プラン」を策定する。

〇現行の基本方針及び推進プランは、策定後約20年が経過しており、その間、インターネットによる人権侵害
などの新たに認識された人権課題が生起するなど、人権教育を取り巻く状況が変化してきた。

〇今回、現在の学校園での人権教育を取り巻く状況をふまえ、現行の基本方針及び推進プランの内容を見直す
機会に、基本方針及び推進プランを統合し、堺市人権教育推進方針(案）を策定して、今後の基本的な考え方
や取組の方向性を示す。

（仮称）堺市基本計画2025（R3～7年度）

第3期未来をつくる堺教育プラン

堺市人権教育推進方針

人権教育年間計画（学校園）

堺市人権施策推進計画

資料１

■堺市人権教育推進方針の概要

１ はじめに
〇人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人と
しての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利であるという理
念を明記。

〇国際的な動きとして、平成27年に国際連合総会において、「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されたこ
とを明記。

〇国の動きとして、平成28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行
されたことなどを明記。

〇本市の動きとして、「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」が施行されたことやこれまでの本市の取組
が評価され、国から「SDGs未来都市」に選定されたことなどを明記。

２ 学校園における人権教育の現状
〇児童生徒に対して、教育活動全体を通じて人権教育が推進されているが、知的理解にとどまり、人権感覚が
十分身についていない。

〇さまざまな課題を抱えている児童生徒が少なからずいる事実がある。
〇教職員がさまざまな課題対応等に追われ、人権教育を進めるにあたって内容を深める時間の確保が難しく、人
権尊重の理念について十分な認識がいきわたっていない。

３ 人権教育推進の基本的な考え方
〇人権及び人権課題について正しく理解する教育人権尊重の精神をすべての人々が当然のこととして身につけるため
には、人権の歩みや考え方をはじめ、さまざまな人権問題や急激な社会環境の変化の中で生じてきた人権上の問題
について、正しい理解と認識を深めるよう、体系的に人権教育を進めることが必要。

〇人権が尊重された教育環境人権感覚は、学級をはじめ学校全体で自らの大切さや他の人の大切さが認められている
ことを子ども自身が実感できる環境が非常に重要であり、大切にされているという実感を持つことができる時、は
じめて自分自身や他の人を大切にしようとする人権感覚が芽生える。

〇すべての教育活動における人権教育の推進学校教育においては、教科指導や生徒指導、進路指導に至るまでさまざ
まな指導が行われているが、指導にあたる教職員の人権感覚・人権意識が重要である。教職員は、子どもの人格形
成に大きな影響を与える立場にあることを再認識し、教育活動にあたることが求められる。

４ 各人権課題に対する人権教育の取組
〇従来からの取組 〇新たに明記した取組
・子どもの人権についての教育 ・性的指向及び性自認に関する人権についての教育
・同和教育 ・サイバー空間における人権侵害についての教育
・ジェンダー平等教育 ・新型コロナウイルス感染症に伴う人権侵害についての教育
・障害者理解教育 ・北朝鮮当局による拉致問題に伴う人権侵害についての教育
・在日外国人・国際理解教育
・福祉教育（高齢者福祉教育を含む）
・さまざまな人権課題についての教育

５ 学校園における人権教育の推進に向けて
〇人権教育推進体制の整備学校園で人権教育を推進するにあたっては、人権教育の進行管理などの企画立案等を担う
推進組織を明確に位置づけ、確立することや人権教育を推進する人材育成に取り組むことが必要である。
〇人権教育年間計画の策定学校園では、子どもの人権学習や教職員研修等を中心に、具体的な取組内容を示した人権
教育年間計画を策定し、実行する。また人権教育年間計画については、毎年、点検・評価を行い、改善・充実させ
ていく必要がある。

〇教職員研修の充実教育委員会は、教職員が人権の大切さや人権問題への深い理解と認識をもち、豊かな人権感覚・
人権意識をもってすべての教育活動で取り組むことができるよう、教職員研修の充実を図る。
〇学校・家庭・地域社会との連携人権教育をより実効性のあるものにするため、特に学校園と家 庭や地域社会を結ぶ
懸け橋としてのPTAに対し、人権上の課題などについての情報提供をするなど連携を強化していく。

６ めざすべき人権教育の方向
〇校園長自らのリーダーシップのもと、すべての教育活動を人権の視点で点検・評価・改善し、人権教育の実践や教職
員の育成に積極的に取り組む。
〇すべての教職員の意識と努力により、人権を大切にした教育活動に取り組む。
〇教育委員会は、学校園における人権教育の実践につながる授業例や指導案作りに取り組み、教職員が人権及び人権課
題について正しく理解し、人権を尊重した適切な指導が行えるよう、研修のさらなる充実に取り組む。

整合

・・・毎年、具体的な取組について作成

（関連計画）




































